
B 地区藤沢自治会役員会議事録（第４５期第７回） 

1．日 時 ２０２２年１１月１３日(日) １４:００～１６:３０ 
2．場 所 B 地区集会所 洋室 
3．出席者 会⾧(Y)、副会⾧(S)、総務(O)、 

(敬称略) 集会所(K)、防犯防災(T、S)、交通(O)、環境(M)、 
体育(I、U、M)、福祉(S、S)、広報(S、K)  

  欠席者  副会⾧(S)、会計(P)、 
4．議事 
１）配布資料：全役員配布 

・第６回役員会議事録（確認用） ：広報 
・役員問題検討委員会からの提案(会議次第に含む)：会⾧ 
 街区編成改定資料(第４５期役員地図に記載) 
・総会議題：集会所の建て替えについて：副会⾧(澤) 
・(２０２２年１１月５日)安否確認訓練の結果報告：防災 
・仲間の会打合せ会議議事録(2022 年 10 月) ：仲間の会 
各街区回覧物として配布 

・滝ノ沢小学校保護者調査への協力のお願い：交通 
・子どもクリスマス会のお知らせ：体育 
・令和４年度共同募金(年末助け合い)募集について(依頼)： 福祉 
・赤い羽根共同募金(募金結果報告)： 福祉 
・スマホ初心者講習会： ヒゲヤマ(山本) 

  当日席上配布した検討資料 
   ・自治会役員の高齢化対策案について：広報部(S) 

 
２）会⾧からの報告： 

１０月 26 日、滝ノ沢小学校避難所運営委員会に参加 
１０月 29 日、自治連意見交換会に参加 

３）総務部からの報告：なし 
４）集会所運営からの報告： 

１０月２８日(金)集会所植木の剪定 
１１月２日(水)集会所床ワックスがけをした 

５）会計からの報告：なし 
６）交通安全からの報告： 
  １０月の役員会の了承に沿い、児童・生徒調査に代わって保護者調査を行うため 

「滝の沢小学校保護者調査への協力のお願い」の回覧と調査票の回収をお願いした。 
７）環境衛生からの報告： 
  10 月 27 日大庭地区生活環境協議会に出席した 

11 月 20 日実施の１日清掃デーの詳細説明あった、清掃デーに参加お願いしたい 
・資源回収表示板の予備がある 

８）防犯防災からの報告： 
  １．10 月 26 日第 3 回滝ノ沢小学校避難所運営委員会に出席 

議題:：今後の避難所運営委員会について 



結論:：運営委員会のあり方について各委員より自由に意見を述べたうえ、結論と 
して事務局でまとめて、三役で検討し、その結果を次回運営委員会に提案 
して検討する 

       ・令和 4 年度の会費は集金しない 
・今後会費の集金を継続していくか否かについても次回会議で方向性を出す 

   ２．世帯台帳の定期更新依頼について 
今年は 2 年に 1 度の定期更新する年度であるため 11 月 14 日～12 月 3 日の期間で 
世帯台帳の定期更新を実施する 

  ３．11 月 5 日(土)安否確認訓練の実施結果の報告 
全 163 世帯、掲示あり:80.3％ 当日留守:2.5% 当日掲示な:17.2%であった 
この結果は２０２２年１月２９日実施の安否確認訓練の結果と比べ総べての点で 
改善されている 

４．第 2 回安否確認訓練の実施予定 
２０２３年 2 月 18 日(土)8 時～9 時 

 
５．B 茅ヶ崎自治会との放水訓練実施について 

    11 月 5 日(土)10 時～11 時 40 分 
     B 茅ヶ崎の参加者 28 名 、B 藤沢の参加者 6 名、茅ヶ崎消防本部からの 3 名の 

出席の中で実施した 
移動式ホース格納箱の取扱説明を受け、放水訓練を実施した 

  ６．消火器による消火訓練の実施について 
２０２３年 2 月 18 日(土)安否確認訓練終了後に、消火器による消火訓練を藤沢 
消防の指導協力のもと実施すべく、今後段取りを取っていく 

９）広報からの報告：なし 
10）体育青少年からの報告： 
  １．ハロウィンイベントの報告 

10 月 30(日)に B 藤沢の小学生以下のお子さん（30 名）にお菓子を子ども会にて 
配布した。  お菓子購入費：¥17,649- 

  ２．クリスマス会とクリスマスプレゼントについて子ども会より提案 
〈クリスマス会〉 

B 茅ヶ崎と共同開催で計画している 
日時：12 月 18 日(日)  10:00～11:30 
場所：東羽根沢公園(下の公園・広場) 

    内容：コロナ禍でもあるので東羽根公園で外遊びを予定しています。 
雨天の場合は外遊びは中止し、景品やプレゼントは配布する 

〈クリスマスプレゼント〉 
・B 藤沢の中学生以下の子ども達全員に¥500 図書カードをプレゼントしたい 
・クリスマス会参加の B 茅ヶ崎の小学生の子ども達に¥500 図書カードを 

プレゼントしたい →承認された。 
＊総務部の O さんよりクリスマス会の回覧を各役員に配布 

11）福祉からの報告： 
1．赤い羽根共同募金大庭市民センターへ納金した 
2．年末たすけあい共同募金のお願い及び集金を依頼した 



 
12）集会所建替問題について： 

1．10 月 16 日委員会開催した 
次回の委員会までに、議案書の素案を持ち寄り検討を行う。 
次回委員会 11 月 20 日（日）15 時から 

2． 総会議案書の案作成について資料説明：副会⾧(澤) 
配布資料「総会議題：集会所の建て替えについて」により説明した 
・何故建て替えなのか 現時点では必要ないが、将来的には必要であろう 
・B 茅ヶ崎では会員同士の使用が多いので広いスペースが欲しいという意見 
・補助金等の利用や今までの蓄積金額で会員の負担なしで建替資金が捻出できる 
・説明会の開催が必要、アンケートを取ることも必要  

昨年度のアンケート結果では 
   必要なし：15.6％ 必要：51.3％ どちらでもいい：27.9％ 

13）高齢化に対して自治会運営について検討 
  役員問題検討委員会から提案された案について検討 

①提案された区割り変更案には反対なので、代案を席上配布資料「自治会役員の高齢化 
対策案について」にて説明した：広報(新間) 

②この案がいきなり出てきた感じがする、背景とか全体像が見えないので判断できない 
③まだ役員全員の意見をヒアリングしていないのではないか 
④次の街区の人達が負担を負うことになるので決めるには責任が重すぎる 

等の意見が出された 
街区再編成は却下、委員会で再検討、継続審議とした 
 

                             ―以上―  
 
次回役員会 : 1２月 1１日（日）１４時からです 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
※役員会終了後に、建築協定委員会を開催した 
※防犯パトロールは上記と雨天のため実施されなかった  



役員問題検討委員会からの提案  (2022.11.13 会議次第掲載内容を再掲)      

 自治会役員数を減少する、17 名の役員を、8 名体制にする。 
 福祉部は、副会⾧が兼務する。 
 総務部⾧は、集会所運営も担当する。 

17（16）の街区委員のうち、8 名は役員を兼務することになる。 
17 街区を、16 街区に変更（別紙資料参照） 

 （この変更は、規約の変更となるので、総会で承認） 
 

    職名 
1 会⾧             1 

 2 副会⾧            2 福祉部を兼務 
    3 副会⾧ 
    4 総務部⾧           3 集会所運営兼務 
    5 総務部会計担当        4 会計 
    6 総務部集会所運営担当 
    7 環境安全部⾧兼交通安全担当  5 
    8 環境安全部環境衛生担当 
    9 防犯防災部⾧         6 

10 防犯防災部担当 
11 広報部⾧            7 
12 広報部担当 
13 体育青少年部⾧         8 
14 体育青少年部担当 
15 体育青少年部担当 
16 福祉部⾧            副会⾧が兼務 
17 福祉部担当        

     会計監査 
                                                       
自治会規約 
第 5 条本会は前条の目的を達成するため、次の部を置き各種事業を行なう。 
（1）総務部 
総会、役員会等の開催、役員との連絡及び会計出納業務、集会所運営業務、その他他の部

に 
属さない事項に関すること。総務部内に会計担当、集会所運営委員担当を置く。 

（2）環境安全部 
ゴミ処理、公園・緑道等の掃除及び植栽の維持管理、環境・衛生に関すること及び交通事

故 
防止に関すること。環境安全部内に環境衛生担当、交通安全担当を置く。 

（3）防犯防災部                     
防災計画、防災訓練など防災に関すること。 

防犯灯の維持管理、防犯パトロールの推進、防犯防火等に関すること。 
（4）広報部 
自治会だよりの発行、各種回覧物の配布などの広報業務及び役員会等の書記業務に関するこ 
と。 
（5）体育青少年部 
レクレーション大会、夏祭りの参加など体育活動および青少年活動に関すること。 
（6）福祉部 



福祉行事の実施、福祉活動の支援及び共同募金など福祉活動に関すること。 
 
第 6 条 本会に次の役員を置く。 

（1）会⾧    1 名 
（2）副会⾧   2 名 
（3）会計    1 名（総務部会計担当） 
（4）部⾧    各部 1 名 
（5）部担当   各部若干名 
（6）会計監査  1 名 

2．会⾧は、会を代表し会務を総括する。 
3．副会⾧は会⾧を補佐し、会⾧に支障あるときは、その職務を代行する。 
  副会⾧は分担して各部を補佐する。 
4．総務部会計担当は会計、出納事務を担当し、総会において会計結果を報告する。 
5．会⾧、副会⾧及び総務部会計担当は、それぞれ建築協定委員会の委員⾧、副委員⾧、 
  会計を兼務できるものとする。 
6．会計監査は、3 ケ月毎に会計を監査し、総会及び役員会において監査結果を報告する。 
7．部⾧は、部を総括し、部会の業務を遂行する。 
8．役員は、分担する街区会員の意向を把握し、本会の組織と事業に反映させると共に、 
  本会の決定連絡事項を分担する街区全員に伝達し、徹底する。 
 
―地域の団体― 
 自治会連合会・防犯協会・交通安全協議会・生活環境協議会・社会福祉協議会 
 滝の沢社会体育振興会・滝の沢夏まつり実行員会・滝の沢避難所開設運営委員会 
 
―― 別紙：街区編成改定資料 ―― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  注)上記の区割り案は６４９街区からの提案ではない 


